
【
承
認
第
１
号
】
専
決
処
分

の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ

い
て
（
南
島
原
市
税
条
例
等

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に

つ
い
て
）

　
　
　
　

簡
潔
に
、
市
民
に

対
し
て
プ
ラ
ス
の
方
向
に
な

っ
て
い
る
部
分
は
あ
る
の
か
。

　
　
　
　

延
滞
金
関
係
や
再

生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
関
係
、

新
築
住
宅
建
設
の
省
エ
ネ
に

関
す
る
税
の
軽
減
措
置
と
い

う
部
分
で
、
時
限
的
だ
が
基

本
的
に
プ
ラ
ス
で
あ
る
。

　
　
　
　

今
回
の
医
療
費
控

除
に
つ
い
て
の
詳
し
い
説
明

を
。

　
　
　
　

特
定
一
般
用
医
薬

品
等
、
今
ま
で
医
療
用
医
薬

品
と
い
う
こ
と
で
病
院
関
係

で
処
方
し
て
い
た
も
の
が
、

一
般
用
医
薬
品
と
し
て
、
ド

ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
等
で
販
売
さ

れ
る
薬
に
つ
い
て
も
対
象
に

な
る
も
の
が
あ
る
。

　

ま
た
、
医
療
費
控
除
の
対

象
に
つ
い
て
も
、
条
件
付
き

で
は
あ
る
が
、
従
来
に
比
べ

控
除
の
幅
が
広
が
っ
た
と
い

う
改
正
で
あ
る
。

　
　
　
　

市
民
に
対
す
る
周

知
を
心
が
け
て
ほ
し
い
。

　

採
決
の
結
果
、
承
認
第
１

号
は
承
認
す
る
こ
と
に
決
し

た
。

【
承
認
第
２
号
】
専
決
処
分

の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ

い
て
（
南
島
原
市
国
民
健
康

保
険
税
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
に
つ
い
て
）

　
　
　
　

本
市
の
軽
減
世
帯

の
大
体
の
数
と
割
合
は
。

　
　
　
　

概
そ
、
全
世
帯
数

が
９
，４
０
０
、う
ち
７
割
軽

減
世
帯
が
２
，４
０
０
程
度
。

５
割
軽
減
世
帯
が
１
，３
０

０
程
度
。
２
割
軽
減
世
帯
が

１
，４
０
０
程
度
で
、
全
体

の
約
54
％
に
あ
た
る
。

　

他
、
質
疑
・
意
見
あ
り
。

　

討
論
な
く
、採
決
の
結
果
、

承
認
第
２
号
は
承
認
す
る
こ

と
に
決
し
た
。

【
承
認
第
４
号
】
専
決
処
分

の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ

い
て
（
平
成
27
年
度
南
島
原

市
国
民
健
康
保
険
事
業
特
別

会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
））

　

質
疑
の
主
な
も
の
は
、
国

に
対
す
る
要
望
を
地
方
自
治

体
と
し
て
も
更
に
強
力
に
進

め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
も

の
で
あ
り
、
行
政
も
首
長
を

中
心
に
更
に
申
し
出
を
し
て

い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

討
論
な
し
。

　

採
決
の
結
果
、
承
認
第
４

号
は
承
認
す
る
こ
と
に
決
し

た
。

【
承
認
第
５
号
】
専
決
処
分

の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ

い
て
（
平
成
28
年
度
南
島
原

市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第

１
号
））

《
教
育
委
員
会
関
係
分
》

　

熊
本
地
震
に
関
し
、
Ｂ
＆

Ｇ
財
団
緊
急
支
援
募
金
の
10

万
円
に
対
す
る
質
疑
及
び
北

有
馬
ピ
ロ
テ
ィ
文
化
セ
ン
タ

ー
の
復
旧
に
関
す
る
質
疑
が

あ
っ
た
。

　

討
論
な
し
。

　

採
決
の
結
果
、
承
認
第
５

号
の
う
ち
文
教
厚
生
委
員
に

分
割
付
託
さ
れ
た
関
係
分
に

つ
い
て
は
承
認
す
る
こ
と
に

決
し
た
。

【
議
案
第
57
号
】
南
島
原
市

家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備

及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を

定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
に
つ
い
て

　

小
規
模
保
育
に
関
す
る
法

改
正
に
つ
い
て
の
質
疑
及
び

意
見
も
あ
っ
た
。

　

本
市
に
お
い
て
は
、
対
象

と
な
る
施
設
は
な
く
、
こ
の

議
案
に
関
し
、
本
市
も
含
め

た
地
方
の
保
育
士
の
労
働
条

件
等
に
様
々
な
意
見
が
あ
っ

た
。

　

討
論
あ
り
。

　

起
立
採
決
の
結
果
、
議
案

第
57
号
は
原
案
通
り
可
決
。

【
議
案
第
58
号
】
損
害
賠
償

の
額
の
決
定
に
つ
い
て

　
　
　
　

今
回
の
補
償
金
額

６
５
３
万
９
，７
８
１
円
に

対
し
、
請
求
額
は
い
く
ら
だ

っ
た
の
か
。

　
　
　
　

請
求
額
は
１
，１

２
４
万
１
，３
９
６
円
で
あ

る
。

　
　
　
　

市
民
が
損
害
を
受

け
た
場
合
は
、
損
保
会
社
に

対
し
な
る
べ
く
市
民
側
に
立

ち
交
渉
を
し
て
ほ
し
い
。

　

討
論
な
し
。

　

採
決
の
結
果
、
議
案
第
58

号
は
原
案
通
り
可
決
。

【
議
案
第
59
号
】
平
成
28
年

度
南
島
原
市
一
般
会
計
補
正

予
算
（
第
２
号
）

《
教
育
委
員
会
関
係
分
》

　
　
　
　

指
定
文
化
財
等
保

存
整
備
事
業
の
２
千
万
円
を

超
え
る
減
額
の
理
由
は
。

　
　
　
　

国
の
予
算
の
関
係

で
、
事
業
費
全
体
に
４
割
の

マ
イ
ナ
ス
シ
ー
リ
ン
グ
が
か

け
ら
れ
た
こ
と
が
原
因
で
あ

る
。

　
　
　
　

世
界
遺
産
登
録
活

動
推
進
負
担
金
は
、
推
薦
書

の
変
更
に
よ
る
も
の
と
い
う

こ
と
だ
が
詳
し
い
説
明
を
。

　
　
　
　

こ
れ
ま
で
に
か
か

っ
た
費
用
及
び
、
再
度
提
出

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な

っ
た
分
に
か
か
る
費
用
で
あ

り
、
構
成
市
町
６
市
２
町
全

て
に
割
り
振
ら
れ
て
い
る
。

《
市
民
生
活
部
関
係
分
》

　
　
　
　

本
市
の
個
人
番
号

カ
ー
ド
申
請
者
数
と
交
付
人

数
は
。

　
　
　
　

申
請
者
は
２
，６

１
７
人
、う
ち
交
付
者
１
，８

１
２
人
で
あ
る
。

　

現
在
は
、
申
請
か
ら
交
付

ま
で
、
お
お
よ
そ
３
週
間
以

内
で
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て

い
る
。

　

討
論
な
し
。

　

採
決
の
結
果
、
議
案
第
59

号
の
う
ち
、
文
教
厚
生
委
員

会
に
分
割
付
託
さ
れ
た
関
係

分
に
つ
い
て
は
原
案
通
り
可

決
。

【
請
願
第
５
号
】
パ
ー
ク
ゴ

ル
フ
場
建
設
に
つ
い
て
の
請

願
　

起
立
採
決
の
結
果
、
請
願

第
５
号
は
継
続
審
査
と
す
る

こ
と
に
決
定
。

【
請
願
第
６
号
】
未
来
を
担

う
子
ど
も
た
ち
の
た
め
に
教

育
予
算
を
拡
充
し
、
少
人
数

学
級
の
推
進
な
ど
の
定
数
改

善
と
義
務
教
育
費
国
庫
負
担

制
度
２
分
の
１
の
復
元
と
制

度
堅
持
を
求
め
る
意
見
書
の

採
択
要
請
に
つ
い
て
の
請
願

　

討
論
な
し
。

　

採
決
の
結
果
、
請
願
第
６

号
は
採
択
す
る
こ
と
に
決
定
。

　

ご
報
告
い
た
し
ま
し
た
、

審
査
の
過
程
で
は
、
こ
の
他

に
も
様
々
な
意
見
や
要
望
が

出
さ
れ
ま
し
た
。

文
教
厚
生
委
員
長
報
告

文
教
厚
生
委
員
長
報
告

文
教
厚
生
委
員
長
報
告

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
隈
部
和
久
委
員
長
）

　

承
認
５
件
を
承
認　

議
案
３
件
を
原
案
可
決
、
請
願
２

件
の
内
１
件
を
採
択
、
１
件
を
継
続
審
査

文
教
厚
生
委
員
長
報
告

文
教
厚
生
委
員
長
報
告

文
教
厚
生
委
員
長
報
告

質
疑

答
弁

質
疑

答
弁

質
疑

答
弁

質
疑

答
弁

質
疑

答
弁

質
疑

質
疑

答
弁

意
見

意
見

答
弁
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